
第66条の５　健康診断実施後の措置

（１）　医師等の意見を勘案した適切な措置

（２）　事業主が講ずべき措置の指針等


（健康診断実施後の措置）

第66条の５　事業者は，前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し，そ

の必要があると認めるときは，当該労働者の実情を考慮して，就業場所の変更，

作業の転換，労働時間の短縮，深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか，作

業環境測定の実施，施設又は設備の設置又は整備，当該医師又は歯科医師の意

見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会（労働

時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第90号）第７条第１項

に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の

適切な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は，前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な

実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３　厚生労働大臣は，前項の指針を公表した場合において必要があると認めると

きは，事業者又はその団体に対し，当該指針に関し必要な指導等を行うことが

できる。

〔関係法令・通達等〕

・安衛則43（雇入時の健康診断）

・安衛則44（定期健康診断）

・安衛則45（特定業務従事者の健康診断）

・安衛則46（結核健康診断）

・安衛則51の３（指針の公表）

・安衛則61

・安衛法66の４（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）

・安衛法66の５（健康診断実施後の措置）

・昭24.２.10基発158（病者の就業禁止）

・昭57.８.４基発515（労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について）

・平８.10.１健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示１（健康診断結果

 第１章　健康の保持増進のための措置 　　

4959 4959

〔
労
違
新
六
七
〕



に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針）

・平８.６.19発基63（労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について）

・平８.10.１基発612（「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の周知に

ついて）

　　 第４編　定期的に対応すべき事項（臨時対応すべき措置等を含む） 
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本条は，健康診断実施後，健康診断項目に所見のあった検査項目についての医師等

の意見を踏まえ，さらに，労働者の事情を考慮の上，具体的な措置をとるよう事業者

に義務付けたものです。

安衛法66条の４により，健康診断の結果について異常な所見があった場合には，事

業者に，労働者の健康を保持するための措置について，医師等からの意見聴取を義務

付けており，医師からの意見に基づいて，その必要があると認めるときは，当該労働

者の実情を考慮して，就業場所の変更，作業の転換，労働時間の短縮等の措置を講ず

るほか，作業環境測定の実施，施設または設備の設置または整備その他の適切な措置

を講じなければならないことになります。

これら事業者が講ずべき措置が適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を厚生

労働大臣が公表することとなっており，「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針」が公表されています。これらの措置を講ずるにあたっては，指針を

十分に考慮して行わなければなりません。

なお，厚生労働大臣は，必要があると認めるときは，事業者またはその団体に対し，

上記指針に関し，必要な指導等を行うことができます。

さらに，平成18年４月１日より医師または歯科医師から聴取した意見を衛生委員会，

安全衛生委員会または労働時間等の設定の改善に関する特別措置法７条１項に規定す

る労働時間等設定改善委員会へ報告しなければならないことになりました。
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健康診断の結果に基づき講ずべき措置


当社では，毎年，定期健康診断を行っています。その結果については

衛生委員会において審議していますが，事後措置として会社が行うべき

ことが法規上定められているのでしょうか。

健康診断は，労働者の健康の保持のための手段の１つであり，単に実施す

るだけでは意味がありません。その結果に基づいて，医師または歯科医師の

意見を勘案し，必要があると認める時は，労働者の実情を考慮して，就業場所の変

更，作業の転換，労働時間の短縮等の措置を的確に実施する必要があります。

安衛法66条の４に「事業者は，前条（編注：安衛法66条）第１項から第４項までま

たは第５項ただし書または第66条の２の規定による健康診断を行った結果……に基づ

き，当該労働者の健康を保持するために必要な措置について，厚生労働省令で定める

ところにより，医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。」との規定を設

けています。

また，安衛法66条の５に「事業者は，前条（編注：同法66条の４）の規定による医

師又は歯科医師の意見を勘案し，その必要があると認めるときは，当該労働者の実情

を考慮して，就業場所の変更，作業の転換，労働時間の短縮，深夜業の回数の減少等

の措置を講ずるほか，作業環境測定の実施，施設又は設備の設置又は整備，当該医師

又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委

員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第90号）第７条第

１項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）への報告その他の適

切な措置を講じなければならない。」と規定しています。

このことは，労災補償保険で二次健康診断給付を受けた場合も同じです。

つまり，健康診断は，労働者の健康の保持のための手段の１つであり，単に実施す

るだけでは意味がないため，健康診断実施後の措置としては，医師または歯科医師の
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意見を勘案し，必要があると認める時は，労働者の実情を考慮して，就業場所の変更，

作業の転換，労働時間の短縮等の措置を的確に実施する必要があります。

また，その実施にあたっては，「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関

する指針」を十分考慮して行う必要があります。

健康診断の意見を求める医師，歯科医師については，「健康診断結果に基づき事業

者が講ずべき措置に関する指針」において，産業医を選任している時は当該産業医の，

産業医の選任を義務付けられていない事業場においては，労働者の健康管理等を行わ

せる医師等の意見を聴くことが適当であるとしています。

・安衛法66の４（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）

・安衛法66の５（健康診断実施後の措置）

・平８.10.１健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示１（健康診断結果

に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針）

・平８.６.19発基63（労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について）

・平８.10.１基発612（「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の周知に

ついて）
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